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小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
厚
生
労
働
省
年
金
局
の
名
に
よ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
「
持
続
可
能
」
で
「
安
心
」
の
年
金

制
度
と
す
る
た
め
に
〜
平
成
１６
年

年
金
制
度
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト
〜
』
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。
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一
日
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衆
議
院
議
員
小
宮
山
泰
子
君
提
出
厚
生
労
働
省
年
金
局
の
名
に
よ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
「
持
続
可
能
」
で
「
安
心
」
の

年
金
制
度
と
す
る
た
め
に
〜
平
成
１６
年

年
金
制
度
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト
〜
』
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
以
下
「
本
件
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
百
五
十
九
回
国
会
に
提
出
し

た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
律
案
」
と
い
う
。
）
の
内
容
や
年
金
の
意
義
、
役
割
及
び
制
度

の
体
系
等
を
よ
り
平
易
な
表
現
で
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、厚
生
労
働
省
年
金
局
に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
法
律
案
の
内
容
等
に
つ
い
て
図
表
等
を
用
い
て
客
観
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
に
偏

っ
た
予
断
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

本
件
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
目
的
に
よ
り
、
法
律
案
の
国
会
提
出
後
に
厚
生
労
働

省
年
金
局
が
執
筆
及
び
編
集
を
行
う
こ
と
と
し
、
大
和
綜
合
印
刷
株
式
会
社
が
平
成
十
六
年
四
月
十
二
日
に
三
千
部
、
同
月

二
十
四
日
に
五
千
部
及
び
同
年
五
月
十
五
日
に
一
万
部
を
印
刷
し
、
同
年
四
月
下
旬
以
降
個
人
又
は
法
人
を
問
わ
ず
広
く
配

布
さ
れ
て
い
る
。
本
件
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
出
版
費
用
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
厚
生
労
働
省
本
省
社
会
保
障
関
係
情
報
化

一



業
務
庁
費
に
よ
り
二
百
二
十
三
万
六
千
五
百
円
を
支
出
し
て
い
る
。
な
お
、
本
件
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
原
稿
は
外
注
し
た
も
の

で
は
な
い
た
め
、
そ
の
締
切
日
は
特
に
な
い
。

ま
た
、
申
し
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
法
案
は
、
国
会
に
お
け
る
御
審
議
を
経
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

本
件
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
内
容
に
事
実
関
係
の
誤
り
は
な
く
、
御
指
摘
の
よ
う
な
点
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二


